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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼板を用いて得た曲げ稜線部を有する高強度部材であって、
　前記鋼板は、質量％で、
　Ｃ：０．１７％以上０．３５％以下、
　Ｓｉ：０．００１％以上１．２％以下、
　Ｍｎ：０．９％以上３．２％以下、
　Ｐ：０．０２０％以下、
　Ｓ：０．００１０％以下、
　Ａｌ：０．０１０％以上０．２０％以下、及び
　Ｎ：０．０１０％以下を含有し、残部は鉄及び不可避的不純物からなる成分組成と、
　平均粒径が５０ｎｍ以下の炭化物を含有するベイナイト及び平均粒径が５０ｎｍ以下の
炭化物を含有するマルテンサイトの１種又は２種の面積率が合計で９０％以上であるミク
ロ組織と、を有し、
　部材の引張強度が１４７０ＭＰａ以上であり、
　前記曲げ稜線部の端面の残留応力が３００ＭＰａ以下であり、かつ
　前記曲げ稜線部の端面のビッカース硬さ（ＨＶ）が２００以上４５０以下であり、
　ｐＨ＝１（２５℃）の塩酸中に浸漬し、遅れ破壊しない最大負荷応力を臨界負荷応力と
して測定したときの部材の臨界負荷応力が降伏強度の１．１０倍以上である、高強度部材
。
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【請求項２】
　鋼板を用いて得た曲げ稜線部を有する高強度部材であって、
　前記鋼板は、質量％で、
　Ｃ：０．１７％以上０．３５％以下、
　Ｓｉ：０．００１％以上１．２％以下、
　Ｍｎ：０．９％以上３．２％以下、
　Ｐ：０．０２０％以下、
　Ｓ：０．００１０％以下、
　Ａｌ：０．０１０％以上０．２０％以下、
　Ｎ：０．０１０％以下、及び
　Ｓｂ：０．００１％以上０．１０％以下を含有し、残部は鉄及び不可避的不純物からな
る成分組成と、
　平均粒径が５０ｎｍ以下の炭化物を含有するベイナイト及び平均粒径が５０ｎｍ以下の
炭化物を含有するマルテンサイトの１種又は２種の面積率が合計で９０％以上であるミク
ロ組織と、を有し、
　部材の引張強度が１４７０ＭＰａ以上であり、
　前記曲げ稜線部の端面の残留応力が３００ＭＰａ以下であり、かつ
　前記曲げ稜線部の端面のビッカース硬さ（ＨＶ）が２００以上４５０以下であり、
　ｐＨ＝１（２５℃）の塩酸中に浸漬し、遅れ破壊しない最大負荷応力を臨界負荷応力と
して測定したときの部材の臨界負荷応力が降伏強度の１．１０倍以上である、高強度部材
。
【請求項３】
　前記鋼板の前記成分組成が、さらに、質量％で、
　Ｂ：０．０００２％以上０．００３５％未満を含有する、請求項１又は２に記載の高強
度部材。
【請求項４】
　前記鋼板の前記成分組成が、さらに、質量％で、
　Ｎｂ：０．００２％以上０．０８％以下及び
　Ｔｉ：０．００２％以上０．１２％以下のうちから選ばれる少なくとも１種を含有する
、請求項１～３のいずれか一項に記載の高強度部材。
【請求項５】
　前記鋼板の前記成分組成が、さらに、質量％で、
　Ｃｕ：０．００５％以上１％以下及び
　Ｎｉ：０．００５％以上１％以下のうちから選ばれる少なくとも１種を含有する、請求
項１～４のいずれか一項に記載の高強度部材。
【請求項６】
　前記鋼板の前記成分組成が、さらに、質量％で、
　Ｃｒ：０．０１％以上１．０％以下、
　Ｍｏ：０．０１％以上０．３％未満、
　Ｖ：０．００３％以上０．５％以下、
　Ｚｒ：０．００５％以上０．２０％以下、及び
　Ｗ：０．００５％以上０．２０％以下のうちから選ばれる少なくとも１種を含有する、
請求項１～５のいずれか一項に記載の高強度部材。
【請求項７】
　前記鋼板の前記成分組成が、さらに、質量％で、
　Ｃａ：０．０００２％以上０．００３０％以下、
　Ｃｅ：０．０００２％以上０．００３０％以下、
　Ｌａ：０．０００２％以上０．００３０％以下、及び
　Ｍｇ：０．０００２％以上０．００３０％以下のうちから選ばれる少なくとも１種を含
有する、請求項１～６のいずれか一項に記載の高強度部材。
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【請求項８】
　前記鋼板の前記成分組成が、さらに、質量％で、
　Ｓｎ：０．００２％以上０．１％以下を含有する、請求項１～７のいずれか一項に記載
の高強度部材。
【請求項９】
　鋼板を用いて得た曲げ稜線部を有する高強度部材の製造方法であって、
　請求項１～８のいずれか一項に記載の鋼板を切出し、鋼板に対して曲げ加工を施す曲げ
加工工程と、
　切断により生じた端面を、前記曲げ加工の後に、４００℃以上９００℃以下の温度で０
秒超１０秒以下の条件で加熱する端面処理工程と、を有し、
　部材の引張強度が１４７０ＭＰａ以上であり、
　前記曲げ稜線部の端面の残留応力が３００ＭＰａ以下であり、かつ
　前記曲げ稜線部の端面のビッカース硬さ（ＨＶ）が２００以上４５０以下であり、
　ｐＨ＝１（２５℃）の塩酸中に浸漬し、遅れ破壊しない最大負荷応力を臨界負荷応力と
して測定したときの部材の臨界負荷応力が降伏強度の１．１０倍以上である、高強度部材
の製造方法。
【請求項１０】
　鋼板を用いて得た曲げ稜線部を有する高強度部材の製造方法であって、
　請求項１～８のいずれか一項に記載の鋼板を切出した後、切断により生じた端面を４０
０℃以上９００℃以下の温度で０秒超１０秒以下の条件で加熱する端面処理工程と、
　前記端面処理工程後の鋼板に対して曲げ加工を施す曲げ加工工程と、を有し、
　部材の引張強度が１４７０ＭＰａ以上であり、
　前記曲げ稜線部の端面の残留応力が３００ＭＰａ以下であり、かつ
　前記曲げ稜線部の端面のビッカース硬さ（ＨＶ）が２００以上４５０以下であり、
　ｐＨ＝１（２５℃）の塩酸中に浸漬し、遅れ破壊しない最大負荷応力を臨界負荷応力と
して測定したときの部材の臨界負荷応力が降伏強度の１．１０倍以上である、高強度部材
の製造方法。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の高強度部材の製造方法により得られる高強度部材に用いる請
求項１～８のいずれか一項に記載の鋼板の製造方法であって、
　鋼素材を熱間圧延する熱間圧延工程と、
　前記熱間圧延によって得られた熱延鋼板を冷間圧延する冷間圧延工程と、
　前記冷間圧延によって得られた冷延鋼板を、ＡＣ３点以上の焼鈍温度まで加熱した後、
前記焼鈍温度から５５０℃までの温度域の平均冷却速度を３℃／秒以上とし、かつ冷却停
止温度を３５０℃以下とする冷却を行い、その後、１００℃以上２６０℃以下の温度域で
２０秒以上１５００秒以下保持させる焼鈍工程と、を有する、高強度部材用鋼板の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車部品等に用いられる高強度部材、高強度部材の製造方法及び高強度部
材用鋼板の製造方法に関する。より詳しくは、本発明は、耐遅れ破壊特性に優れた高強度
部材及びその製造方法に関する。また、その高強度部材用の鋼板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、センターピラーＲ／Ｆ（レインフォースメント）等の車体骨格部品や、バンパー
、インパクトビーム部品等（以下、部品ともいう）に対し、引張強度（ＴＳ）が１３２０
～１４７０ＭＰａ級の高強度鋼板の適用が進みつつある。さらには、自動車車体の一層の
軽量化の観点から、部品に対しＴＳが１８００ＭＰａ（１．８ＧＰａ）級以上の強度を有
する鋼板の適用についても検討されている。
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【０００３】
　鋼板の高強度化に伴い、遅れ破壊の発生が懸念されている。近年では、部品形状へ加工
されたサンプル、特にひずみが集中する曲げ加工部のせん断端面からの遅れ破壊が懸念さ
れており、このようなせん断端面を起点とした遅れ破壊を抑制することが重要となってい
る。
【０００４】
　例えば、特許文献１では、化学成分が、Ｃ：０．０５～０．３％、Ｓｉ：３．０％以下
、Ｍｎ：０．０１～３．０％、Ｐ：０．０２％以下、Ｓ：０．０２％以下、Ａｌ：３．０
％以下、Ｎ：０．０１％以下を満たし、残部がＦｅ及び不可避不純物である鋼からなり、
Ｍｇの酸化物、硫化物、複合晶出物及び複合析出物の粒径と密度を規定することで成形加
工後の耐遅れ破壊特性に優れた薄鋼板を提供している。
【０００５】
　特許文献２では、１１８０ＭＰａ以上のＴＳを有する鋼板のせん断端面にショットピー
ニングを施すことによって、端面の残留応力を低減させ、耐遅れ破壊特性に優れた成形部
材の製造方法を提供している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１６６０３５号公報
【特許文献２】特開２０１７－１２５２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１で開示された技術は、化学成分及び鋼中の析出物の粒径と密度を規定するこ
とで耐遅れ破壊特性に優れる鋼板を提供している。しかしながら、特許文献１の鋼板は、
添加されているＣ量が少ないため、本発明の高強度部材に用いられる鋼板よりも強度が低
く、ＴＳが１４７０ＭＰａ未満である。特許文献１の鋼板ではＣ量を多くする等して強度
を向上させても、強度が上昇すると端面の残留応力も増加するため、耐遅れ破壊特性は劣
化すると思われる。
【０００８】
　特許文献２で開示された技術では、せん断端面にショットピーニングを施すことで、端
面の残留応力を低減し、耐遅れ破壊特性に優れる成形部材を提供している。しかしながら
、本発明として規定した３００ＭＰａ以下の端面の残留応力よりも大きく、耐遅れ破壊特
性の改善効果としては不十分である。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、耐遅れ破
壊特性に優れた高強度部材及びその製造方法を提供することである。
【００１０】
　本発明において、高強度とは、引張強度（ＴＳ）が１４７０ＭＰａ以上であることを意
味する。
【００１１】
　本発明において、耐遅れ破壊特性に優れるとは、実施例に記載するように、鋼板を曲げ
加工した後の部材をｐＨ＝１（２５℃）の塩酸中に浸漬し、遅れ破壊しない最大負荷応力
を臨界負荷応力として測定したときに、当該臨界負荷応力が降伏強度（ＹＳ）の１．１０
倍以上であることを意味する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を行った。本発明者らは、鋼板を用いて
得た曲げ稜線部を有する高強度部材を、部材の引張強度が１４７０ＭＰａ以上であり、曲
げ稜線部の端面の残留応力が３００ＭＰａ以下であり、かつ曲げ稜線部の端面のビッカー



(5) JP 6950835 B2 2021.10.13

10

20

30

40

50

ス硬さ（ＨＶ）が２００以上４５０以下とすることによって、耐遅れ破壊特性に優れた高
強度部材とすることができることを見出し、本発明に至った。上記課題は、以下の手段に
よって解決される。
【００１３】
［１］鋼板を用いて得た曲げ稜線部を有する高強度部材であって、
　部材の引張強度が１４７０ＭＰａ以上であり、
　前記曲げ稜線部の端面の残留応力が３００ＭＰａ以下であり、かつ
　前記曲げ稜線部の端面のビッカース硬さ（ＨＶ）が２００以上４５０以下である、高強
度部材。
【００１４】
［２］前記鋼板は、質量％で、
　Ｃ：０．１７％以上０．３５％以下、
　Ｓｉ：０．００１％以上１．２％以下、
　Ｍｎ：０．９％以上３．２％以下、
　Ｐ：０．０２０％以下、
　Ｓ：０．００１０％以下、
　Ａｌ：０．０１０％以上０．２０％以下、及び
　Ｎ：０．０１０％以下を含有し、残部は鉄及び不可避的不純物からなる成分組成と、
　平均粒径が５０ｎｍ以下の炭化物を含有するベイナイト及び平均粒径が５０ｎｍ以下の
炭化物を含有するマルテンサイトの１種又は２種の面積率が合計で９０％以上であるミク
ロ組織と、を有する、［１］に記載の高強度部材。
【００１５】
［３］前記鋼板は、質量％で、
　Ｃ：０．１７％以上０．３５％以下、
　Ｓｉ：０．００１％以上１．２％以下、
　Ｍｎ：０．９％以上３．２％以下、
　Ｐ：０．０２０％以下、
　Ｓ：０．００１０％以下、
　Ａｌ：０．０１０％以上０．２０％以下、
　Ｎ：０．０１０％以下、及び
　Ｓｂ：０．００１％以上０．１０％以下を含有し、残部は鉄及び不可避的不純物からな
る成分組成と、
　平均粒径が５０ｎｍ以下の炭化物を含有するベイナイト及び平均粒径が５０ｎｍ以下の
炭化物を含有するマルテンサイトの１種又は２種の面積率が合計で９０％以上であるミク
ロ組織と、を有する、［１］に記載の高強度部材。
【００１６】
［４］前記鋼板の前記成分組成が、さらに、質量％で、
　Ｂ：０．０００２％以上０．００３５％未満を含有する、［２］又は［３］に記載の高
強度部材。
【００１７】
［５］前記鋼板の前記成分組成が、さらに、質量％で、
　Ｎｂ：０．００２％以上０．０８％以下及び
　Ｔｉ：０．００２％以上０．１２％以下のうちから選ばれる少なくとも１種を含有する
、［２］～［４］のいずれか一つに記載の高強度部材。
【００１８】
［６］前記鋼板の前記成分組成が、さらに、質量％で、
　Ｃｕ：０．００５％以上１％以下及び
　Ｎｉ：０．００５％以上１％以下のうちから選ばれる少なくとも１種を含有する、［２
］～［５］のいずれか一つに記載の高強度部材。
【００１９】
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［７］前記鋼板の前記成分組成が、さらに、質量％で、
　Ｃｒ：０．０１％以上１．０％以下、
　Ｍｏ：０．０１％以上０．３％未満、
　Ｖ：０．００３％以上０．５％以下、
　Ｚｒ：０．００５％以上０．２０％以下、及び
　Ｗ：０．００５％以上０．２０％以下のうちから選ばれる少なくとも１種を含有する、
［２］～［６］のいずれか一つに記載の高強度部材。
【００２０】
［８］前記鋼板の前記成分組成が、さらに、質量％で、
　Ｃａ：０．０００２％以上０．００３０％以下、
　Ｃｅ：０．０００２％以上０．００３０％以下、
　Ｌａ：０．０００２％以上０．００３０％以下、及び
　Ｍｇ：０．０００２％以上０．００３０％以下のうちから選ばれる少なくとも１種を含
有する、［２］～［７］のいずれか一つに記載の高強度部材。
【００２１】
［９］前記鋼板の前記成分組成が、さらに、質量％で、
　Ｓｎ：０．００２％以上０．１％以下を含有する、［２］～［８］のいずれか一つに記
載の高強度部材。
【００２２】
［１０］引張強度が１４７０ＭＰａ以上の鋼板を切出し、前記鋼板に対して曲げ加工を施
す曲げ加工工程と、
　切断により生じた端面を、前記曲げ加工の後に、４００℃以上９００℃以下の温度で０
秒超１０秒以下の条件で加熱する端面処理工程と、を有する、高強度部材の製造方法。
【００２３】
［１１］［２］～［９］のいずれか一つに記載の鋼板を切出し、鋼板に対して曲げ加工を
施す曲げ加工工程と、
　切断により生じた端面を、前記曲げ加工の後に、４００℃以上９００℃以下の温度で０
秒超１０秒以下の条件で加熱する端面処理工程と、を有する、高強度部材の製造方法。
【００２４】
［１２］引張強度が１４７０ＭＰａ以上の鋼板を切出した後、切断により生じた端面を４
００℃以上９００℃以下の温度で０秒超１０秒以下の条件で加熱する端面処理工程と、
　前記端面処理工程後の鋼板に対して曲げ加工を施す曲げ加工工程と、を有する、高強度
部材の製造方法。
【００２５】
［１３］［２］～［９］のいずれか一つに記載の鋼板を切出した後、切断により生じた端
面を４００℃以上９００℃以下の温度で０秒超１０秒以下の条件で加熱する端面処理工程
と、
　前記端面処理工程後の鋼板に対して曲げ加工を施す曲げ加工工程と、を有する、高強度
部材の製造方法。
【００２６】
［１４］［１０］～［１３］のいずれか一つに記載の高強度部材の製造方法により得られ
る高強度部材に用いる高強度部材用鋼板の製造方法であって、
　鋼素材を熱間圧延する熱間圧延工程と、
　前記熱間圧延によって得られた熱延鋼板を冷間圧延する冷間圧延工程と、
　前記冷間圧延によって得られた冷延鋼板を、ＡＣ３点以上の焼鈍温度まで加熱した後、
前記焼鈍温度から５５０℃までの温度域の平均冷却速度を３℃／秒以上とし、かつ冷却停
止温度を３５０℃以下とする冷却を行い、その後、１００℃以上２６０℃以下の温度域で
２０秒以上１５００秒以下保持させる焼鈍工程と、を有する高強度部材用鋼板の製造方法
。
【発明の効果】
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【００２７】
　本発明によれば、耐遅れ破壊特性に優れた高強度部材、高強度部材の製造方法及び高強
度部材用鋼板の製造方法を提供することができる。また、本発明の高強度部材を自動車構
造部材に適用することにより、自動車用鋼板の高強度化と耐遅れ破壊特性向上との両立が
可能となる。即ち、本発明により、自動車車体が高性能化する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の高強度部材の一例を示す斜視図である。
【図２】実施例において、ボルトとナットで締めこんだ部材の状態を示す側面図である。
【図３】実施例の端面の残留応力の測定において、測定箇所である板厚中心と、測定方向
を示す端面の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施形態について説明する。なお、本発明は、以下の実施形態に限定さ
れない。
【００３０】
　本発明は鋼板を用いて得た曲げ稜線部を有する高強度部材であって、部材の引張強度が
１４７０ＭＰａ以上であり、曲げ稜線部の端面の残留応力が３００ＭＰａ以下であり、か
つ曲げ稜線部の端面のビッカース硬さ（ＨＶ）が２００以上４５０以下である。
【００３１】
　これらの条件を満たす高強度部材が得られれば、高強度部材に用いる鋼板は特に限定さ
れない。以下、本発明の高強度部材を得るための好ましい鋼板について説明をするが、本
発明の高強度部材に用いる鋼板は以下で説明する鋼板には限定されない。
【００３２】
　高強度部材を得るための好ましい鋼板は、後述する成分組織と、ミクロ組織とを有する
ことが好ましい。なお、本発明の高強度部材が得られれば、必ずしも後述する成分組成と
ミクロ組織を有する鋼板を用いる必要はない。
【００３３】
　まず、高強度部材に用いられる好ましい鋼板（素材鋼板）の好ましい成分組成について
説明する。下記の好ましい成分組成の説明において、成分の含有量の単位である「％」は
「質量％」を意味する。
【００３４】
＜Ｃ：０．１７％以上０．３５％以下＞
　Ｃは焼入れ性を向上させる元素である。所定のマルテンサイト及びベイナイトの１種又
は２種の合計面積率を確保するとともに、マルテンサイト及びベイナイトの強度を上昇さ
せ、ＴＳ≧１４７０ＭＰａを確保する観点から、Ｃ含有量は好ましくは０．１７％以上で
あり、より好ましくは０．１８％以上であり、さらに好ましくは０．１９％以上である。
一方、Ｃ含有量が０．３５％を超えると、曲げ加工後に加熱したとしても、曲げ稜線部の
端面の残留応力が３００ＭＰａを超えて、耐遅れ破壊特性を劣化させる可能性がある。し
たがって、Ｃ含有量は好ましくは０．３５％以下であり、より好ましくは０．３３％以下
であり、さらに好ましくは０．３１％以下である。
【００３５】
＜Ｓｉ：０．００１％以上１．２％以下＞
　Ｓｉは固溶強化による強化元素である。また、Ｓｉは、２００℃以上の温度域で鋼板を
保持する場合に、粗大な炭化物の過剰な生成を抑制して伸びの向上に寄与する。さらに、
板厚中央部でのＭｎ偏析を軽減してＭｎＳの生成の抑制にも寄与し、耐遅れ破壊特性を向
上させる。上記のような効果を十分に得るには、Ｓｉ含有量は好ましくは０．００１％以
上であり、より好ましくは０．００３％以上であり、さらに好ましくは０．００５％以上
である。一方、Ｓｉ含有量が多くなりすぎると、板厚方向に粗大なＭｎＳが生成しやすく
なり、耐遅れ破壊特性を劣化させる。したがって、Ｓｉ含有量は好ましくは１．２％以下
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であり、より好ましくは１．１％以下であり、さらに好ましくは１．０％以下である。
【００３６】
＜Ｍｎ：０．９％以上３．２％以下＞
　Ｍｎは、鋼の焼入れ性を向上させ、所定のマルテンサイト及びベイナイトの１種又は２
種の合計面積率を確保するために含有させる。Ｍｎ含有量が０．９％未満では、鋼板表層
部にフェライトが生成することで強度が低下する可能性がある。したがって、Ｍｎ含有量
は好ましくは０．９％以上であり、より好ましくは１．０％以上であり、さらに好ましく
は１．１％以上である。また、ＭｎＳが増加し、耐遅れ破壊特性を劣化させないために、
Ｍｎ含有量は好ましくは３．２％以下であり、より好ましくは３．１％以下であり、さら
に好ましくは３．０％以下である。
【００３７】
＜Ｐ：０．０２０％以下＞
　Ｐは、鋼を強化する元素であるが、その含有量が多いと耐遅れ破壊特性を劣化させる。
したがって、Ｐ含有量は好ましくは０．０２０％以下であり、より好ましくは０．０１５
％以下であり、さらに好ましくは０．０１０％以下である。なお、Ｐ含有量の下限は特に
限定されるものではないが、現在、工業的に実施可能な下限は０．００３％程度である。
【００３８】
＜Ｓ：０．００１０％以下＞
　Ｓは、ＭｎＳ、ＴｉＳ、Ｔｉ（Ｃ，Ｓ）等の介在物を形成する。この介在物による耐遅
れ破壊特性の劣化を抑制するために、Ｓ含有量は０．００１０％以下とすることが好まし
い。Ｓ含有量は、より好ましくは０．０００９％以下、さらに好ましくは０．０００７％
以下、特に好ましくは０．０００５％以下である。なお、Ｓ含有量の下限は特に限定され
るものではないが、現在、工業的に実施可能な下限は０．０００２％程度である。
【００３９】
＜Ａｌ：０．０１０％以上０．２０％以下＞
　Ａｌは十分な脱酸を行い、鋼中の粗大介在物を低減するために添加される。その効果を
得るために、Ａｌ含有量が好ましくは０．０１０％以上であり、より好ましくは０．０１
５％以上である。一方、Ａｌ含有量が０．２０％超となると、熱間圧延後の巻取り時に生
成したセメンタイトなどのＦｅを主成分とする炭化物が焼鈍工程で固溶しにくくなり、粗
大な介在物や炭化物が生成する可能性があるため、耐遅れ破壊特性を劣化させる可能性が
ある。したがって、Ａｌ含有量は好ましくは０．２０％以下であり、より好ましくは０．
１７％以下であり、さらに好ましくは０．１５％以下である。
【００４０】
＜Ｎ：０．０１０％以下＞
　Ｎは、鋼中でＴｉＮ、（Ｎｂ，Ｔｉ）（Ｃ，Ｎ）、ＡｌＮ等の窒化物、炭窒化物系の粗
大介在物を形成する元素であり、これらの生成を通じて耐遅れ破壊特性を劣化させる。耐
遅れ破壊特性の劣化を防止するため、Ｎ含有量は好ましくは０．０１０％以下であり、よ
り好ましくは０．００７％以下であり、さらに好ましくは０．００５％以下である。なお
、Ｎ含有量の下限は特に限定されるものではないが、現在、工業的に実施可能な下限は０
．０００６％程度である。
【００４１】
＜Ｓｂ：０．００１％以上０．１０％以下＞
　Ｓｂは、鋼板表層部の酸化や窒化を抑制し、鋼板表層部の酸化や窒化による脱炭を抑制
する。脱炭が抑制されることで、鋼板表層部のフェライト生成を抑制し、高強度化に寄与
する。さらに脱炭の抑制により耐遅れ破壊特性も向上する。このような観点から、Ｓｂ含
有量は好ましくは０．００１％以上であり、より好ましくは０．００２％以上であり、さ
らに好ましくは０．００３％以上である。一方、Ｓｂは０．１０％を超えて含有させると
、旧オーステナイト（γ）粒界に偏析して亀裂発生を促進するため、耐遅れ破壊特性を劣
化させる可能性がある。このため、Ｓｂ含有量は、好ましくは０．１０％以下であり、よ
り好ましくは０．０８％以下であり、さらに好ましくは０．０６％以下である。なお、Ｓ
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ｂを含有することが好ましいが、Ｓｂを含有せずに鋼板の高強度化及び耐遅れ破壊特性の
向上の効果を十分に得られる場合は、Ｓｂを含有しなくてもよい。
【００４２】
　本発明の高強度部材に用いる好ましい鋼は上記成分を基本的に含有することが好ましく
、残部は鉄及び不可避的不純物である。本発明の高強度部材に用いる好ましい鋼は、本発
明の作用を損なわない範囲で以下の任意元素を含有させることができる。なお、下記の任
意元素を下記の下限値未満で含む場合、その任意元素は不可避的不純物として含まれるも
のとする。
【００４３】
＜Ｂ：０．０００２％以上０．００３５％未満＞
　Ｂは、鋼の焼入れ性を向上させる元素であり、Ｍｎ含有量が少ない場合であっても、所
定の面積率のマルテンサイト及びベイナイトを生成させる利点を有する。このようなＢの
効果を得るに、Ｂ含有量は好ましくは０．０００２％以上であり、より好ましくは０．０
００５％以上であり、さらに好ましくは０．０００７％以上である。また、Ｎを固定する
観点から、０．００２％以上のＴｉと複合添加することが好ましい。一方、Ｂ含有量が０
．００３５％以上になると、焼鈍時のセメンタイトの固溶速度を遅延させ、未固溶のセメ
ンタイトなどのＦｅを主成分とする炭化物が残存することとなり、これにより、粗大な介
在物や炭化物が生成するため、耐遅れ破壊特性を劣化させる。したがって、Ｂを含有する
場合、Ｂ含有量は好ましくは０．００３５％未満であり、より好ましくは０．００３０％
以下であり、さらに好ましくは０．００２５％以下である。
【００４４】
＜Ｎｂ：０．００２％以上０．０８％以下及びＴｉ：０．００２％以上０．１２％以下の
うちから選ばれる少なくとも１種＞
　ＮｂやＴｉは、旧オーステナイト（γ）粒の微細化を通じて、高強度化に寄与する。こ
のような観点から、Ｎｂ含有量及びＴｉ含有量は、それぞれ、好ましくは０．００２％以
上であり、より好ましくは０．００３％以上であり、さらに好ましくは０．００５％以上
である。一方、ＮｂやＴｉを多量に含有させると、熱間圧延工程のスラブ加熱時に未固溶
で残存するＮｂＮ、Ｎｂ（Ｃ，Ｎ）、（Ｎｂ，Ｔｉ）（Ｃ，Ｎ）等のＮｂ系の粗大な析出
物、ＴｉＮ、Ｔｉ（Ｃ，Ｎ）、Ｔｉ（Ｃ，Ｓ）、ＴｉＳ等のＴｉ系の粗大な析出物が増加
し、耐遅れ破壊特性を劣化させる。このため、Ｎｂを含有する場合、Ｎｂ含有量は好まし
くは０．０８％以下であり、より好ましくは０．０６％以下であり、さらに好ましくは０
．０４％以下である。また、Ｔｉを含有する場合、Ｔｉ含有量は、好ましくは０．１２％
以下であり、より好ましくは０．１０％以下であり、さらに好ましくは０．０８％以下で
ある。
【００４５】
＜Ｃｕ：０．００５％以上１％以下及びＮｉ：０．００５％以上１％以下のうちから選ば
れる少なくとも１種＞
　ＣｕやＮｉは、自動車の使用環境での耐食性を向上させ、かつ腐食生成物が鋼板表面を
被覆して鋼板への水素侵入を抑制する効果がある。また、耐遅れ破壊特性向上の観点から
は、Ｃｕ及びＮｉは、それぞれ、０．００５％以上含有させることが好ましく、より好ま
しくは０．００８％以上である。しかしながら、ＣｕやＮｉが多くなりすぎると表面欠陥
の発生を招来し、めっき性や化成処理性を劣化させるので、Ｃｕ及びＮｉのうち少なくと
も１種を含有する場合、Ｃｕ含有量及びＮｉ含有量は、それぞれ、好ましくは１％以下で
あり、より好ましくは０．８％以下であり、さらに好ましくは０．６％以下である。
【００４６】
＜Ｃｒ：０．０１％以上１．０％以下、Ｍｏ：０．０１％以上０．３％未満、Ｖ：０．０
０３％以上０．５％以下、Ｚｒ：０．００５％以上０．２０％以下、及びＷ：０．００５
％以上０．２０％以下のうちから選ばれる少なくとも１種＞
　Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖは、鋼の焼入れ性の向上効果目的で、含有させることができる。このよ
うな効果を得るには、Ｃｒ含有量及びＭｏ含有量は、それぞれ、好ましくは０．０１％以
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上であり、より好ましくは０．０２％以上であり、さらに好ましくは０．０３％以上であ
る。Ｖ含有量は、好ましくは０．００３％以上であり、より好ましくは０．００５％以上
であり、さらに好ましくは０．００７％以上である。しかしながら、いずれの元素も多く
なりすぎると炭化物の粗大化により、耐遅れ破壊特性を劣化させる。そのため、Ｃｒを含
有する場合、Ｃｒ含有量は、好ましくは１．０％以下であり、より好ましくは０．４％以
下であり、さらに好ましくは０．２％以下である。Ｍｏを含有する場合、Ｍｏ含有量は、
好ましくは０．３％未満であり、より好ましくは０．２％以下であり、さらに好ましくは
０．１％以下である。Ｖを含有する場合、Ｖ含有量は、好ましくは０．５％以下であり、
より好ましくは０．４％以下であり、さらに好ましくは０．３％以下である。
【００４７】
　ＺｒやＷは、旧オーステナイト（γ）粒の微細化を通じて、高強度化に寄与する。この
ような観点から、Ｚｒ含有量及びＷ含有量は、それぞれ、好ましくは０．００５％以上で
あり、より好ましくは０．００６％以上であり、さらに好ましくは０．００７％以上であ
る。ただし、ＺｒやＷを多量に含有させると、熱間圧延工程のスラブ加熱時に未固溶で残
存する粗大な析出物が増加し、耐遅れ破壊特性を劣化させる。このため、Ｚｒ及びＷのう
ち少なくとも１種を含有する場合、Ｚｒ含有量やＷ含有量は、それぞれ、好ましくは０．
２０％以下であり、より好ましくは０．１５％以下であり、さらに好ましくは０．１０％
以下である。
【００４８】
＜Ｃａ：０．０００２％以上０．００３０％以下、Ｃｅ：０．０００２％以上０．００３
０％以下、Ｌａ：０．０００２％以上０．００３０％以下、及びＭｇ：０．０００２％以
上０．００３０％以下のうちから選ばれる少なくとも１種＞
　Ｃａ、Ｃｅ、Ｌａは、Ｓを硫化物として固定することで、耐遅れ破壊特性の改善に寄与
する。このため、これらの元素の含有量は、それぞれ、好ましくは０．０００２％以上で
あり、より好ましくは０．０００３％以上であり、さらに好ましくは０．０００５％以上
である。一方、これらの元素は多量に添加すると硫化物の粗大化により、耐遅れ破壊特性
を劣化させる。したがって、Ｃａ、Ｃｅ及びＬａのうち少なくとも１種を含有する場合、
これらの元素の含有量は、それぞれ、好ましくは０．００３０％以下であり、より好まし
くは０．００２０％以下であり、さらに好ましくは０．００１０％以下である。
【００４９】
　ＭｇはＭｇＯとしてＯを固定し、鋼中水素のトラップサイトとなるため、耐遅れ破壊特
性の改善に寄与する。このため、Ｍｇ含有量は、好ましくは０．０００２％以上であり、
より好ましくは０．０００３％以上であり、さらに好ましくは０．０００５％以上である
。一方、Ｍｇは多量に添加するとＭｇＯの粗大化により、耐遅れ破壊特性を劣化させる。
そのため、Ｍｇを含有する場合、Ｍｇ含有量は、好ましくは０．００３０％以下であり、
より好ましくは０．００２０％以下であり、さらに好ましくは０．００１０％以下である
。
【００５０】
＜Ｓｎ：０．００２％以上０．１％以下＞
　Ｓｎは、鋼板表層部の酸化や窒化を抑制し、鋼板表層部の酸化や窒化による脱炭を抑制
する。脱炭が抑制されることで、鋼板表層部のフェライト生成を抑制し、高強度化に寄与
する。このような観点から、Ｓｎ含有量は、好ましくは０．００２％以上であり、より好
ましくは０．００３％以上であり、さらに好ましくは０．００４％以上である。一方、Ｓ
ｎを０．１％を超えて含有させると、旧オーステナイト（γ）粒界に偏析して耐遅れ破壊
特性を劣化させる。このため、Ｓｎを含有する場合、Ｓｎ含有量は、好ましくは０．１％
以下であり、より好ましくは０．０８％以下であり、さらに好ましくは０．０６％以下で
ある。
【００５１】
　次に、本発明の高強度部材に用いられる鋼板が有するミクロ組織の好ましい条件を説明
する。
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【００５２】
＜平均粒径が５０ｎｍ以下の炭化物を含有するベイナイト及び平均粒径が５０ｎｍ以下の
炭化物を含有するマルテンサイトの１種又は２種の面積率が合計で９０％以上＞
　ＴＳ≧１４７０ＭＰａの高強度を得るため、鋼板組織全体に対して、平均粒径が５０ｎ
ｍ以下の炭化物を含有するベイナイト及び平均粒径が５０ｎｍ以下の炭化物を含有するマ
ルテンサイトの１種又は２種の面積率が合計で９０％以上とすることが好ましい。これよ
り少ないと、フェライトが多くなり、強度が低下する。また、強度を高める観点から、当
該合計の面積率は、より好ましくは９１％以上、さらに好ましくは９２％以上、特に好ま
しくは９３％以上である。当該合計の面積率は合計で１００％であってもよい。また、ど
ちらか一方の面積率が９０％以上であってもよく、両方の合計の面積率が９０％以上であ
ってもよい。
【００５３】
　マルテンサイトは、焼入れしたままのマルテンサイトは含まず、焼戻しマルテンサイト
とする。本発明において、マルテンサイトとは低温（マルテンサイト変態点以下）でオー
ステナイトから生成した硬質な組織を指し、焼戻しマルテンサイトはマルテンサイトを再
加熱した時に焼戻される組織を指す。ベイナイトとは比較的低温（マルテンサイト変態点
以上）でオーステナイトから生成し、針状又は板状のフェライト中に微細な炭化物が分散
した硬質な組織を指す。
【００５４】
　なお、マルテンサイト及びベイナイト以外の残部組織は、フェライト、パーライト、残
留オーステナイトであり、その合計量は１０％未満であれば許容できる。０％であっても
よい。
【００５５】
　本発明において、フェライトとは比較的高温でオーステナイトからの変態により生成し
、ｂｃｃ格子の結晶粒からなる組織である。パーライトとはフェライトとセメンタイトが
層状に生成した組織である。残留オーステナイトとはマルテンサイト変態温度が室温以下
となることでマルテンサイト変態しなかったオーステナイトである。
【００５６】
　本発明でいう平均粒径が５０ｎｍ以下の炭化物は、ＳＥＭで観察した際にベイナイト及
びマルテンサイト中に観察できる微細な炭化物のことである。炭化物は、具体的には、例
えば、Ｆｅ炭化物、Ｔｉ炭化物、Ｖ炭化物、Ｍｏ炭化物、Ｗ炭化物、Ｎｂ炭化物、Ｚｒ炭
化物が挙げられる。
【００５７】
　なお、鋼板は、溶融亜鉛めっき層等のめっき層を備えていても良い。かかるめっき層と
しては、例えば電気めっき層、無電解めっき層、溶融めっき層等が挙げられる。さらに、
合金化めっき層としても良い。
【００５８】
　次に、高強度部材について説明する。
【００５９】
　本発明の高強度部材は、鋼板を用いて得た曲げ稜線部を有する高強度部材であって、部
材の引張強度が１４７０ＭＰａ以上であり、曲げ稜線部の端面の残留応力が３００ＭＰａ
以下であり、かつ曲げ稜線部の端面のビッカース硬さ（ＨＶ）が２００以上４５０以下で
ある。
【００６０】
　本発明の高強度部材は、鋼板を用いて得たものであり、所定の形状となるように、成形
加工及び曲げ加工等の加工を行うことにより得た成形部材である。本発明の高強度部材は
、例えば、自動車部品に好適に用いることができる。
【００６１】
　本発明の高強度部材は曲げ稜線部を有する。本発明でいう「曲げ稜線部」とは、鋼板に
曲げ加工を施すことにより平板ではなくなった領域を指す。図１に示す高強度部材１０の
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一例は、鋼板１１をＶ字曲げ加工したものである。高強度部材１０は、曲げ加工した部分
の鋼板１１の側面に、曲げ稜線部１２を有する。曲げ稜線部１２の端面１３は、曲げ稜線
部１２の側面に位置する板厚面である。本発明でいう曲げ稜線方向Ｄ１は、曲げ稜線部１
２に平行な方向である。
【００６２】
　本発明の高強度部材は、曲げ稜線部の端面の残留応力が３００ＭＰａ以下であり、かつ
、曲げ稜線部の端面のビッカース硬さ（ＨＶ）が２００以上４５０以下であれば、曲げ加
工の角度は特に限られない。
【００６３】
　図１に示した高強度部材１０の一例は、曲げ加工した箇所が１つである例を示したが、
２つ以上の箇所を曲げ加工して、２つ以上の曲げ稜線部を有することとしてもよい。
【００６４】
＜部材の引張強度が１４７０ＭＰａ以上＞
　高強度部材の引張強度（ＴＳ）は１４７０ＭＰａ以上である。引張強度（ＴＳ）を１４
７０ＭＰａ以上とするためには、上記鋼板を用いることが好ましい。
　本発明における引張強度（ＴＳ）及び降伏強度（ＹＳ）は、高強度部材の曲げ加工され
ていない部分である平坦部で測定することによって算出する。また、曲げ加工前の焼鈍鋼
板（焼鈍工程後の鋼板）の引張強度（ＴＳ）及び降伏強度（ＹＳ）を測定しておけば、こ
れらの測定値は、当該焼鈍鋼板を用いて得た高強度部材の引張強度（ＴＳ）及び降伏強度
（ＹＳ）の測定値とみなせる。部材の強度は実施例に記載の方法で算出することができる
。
【００６５】
＜曲げ稜線部の端面の残留応力が３００ＭＰａ以下＞
　高強度部材の曲げ稜線部の端面（板厚面）の残留応力が、３００ＭＰａ以下である。こ
れにより、曲げ稜線部の端面に亀裂が発生しにくくなるので、耐遅れ破壊特性に優れる部
材を得ることができる。遅れ破壊による亀裂発生を抑制する観点から、残留応力は３００
ＭＰａ以下であり、好ましくは２５０ＭＰａ以下であり、より好ましくは２００ＭＰａ以
下である。下限は特に限定せず、圧縮応力となっても構わない。曲げ稜線部の端面の残留
応力は、本明細書の実施例に記載するような方法で算出することができる。
【００６６】
＜曲げ稜線部の端面のビッカース硬さ（ＨＶ）が２００以上４５０以下＞
　高強度部材の曲げ稜線部の端面（板厚面）のビッカース硬さ（ＨＶ）が２００以上４５
０以下である。これにより、曲げ稜線部の端面に亀裂が発生しにくくなるので、耐遅れ破
壊特性に優れる部材を得ることができる。遅れ破壊による亀裂発生を抑制する観点から、
硬さは４５０以下であり、好ましくは４３０以下であり、より好ましくは４００以下であ
る。また、曲げ稜線部の端面の硬さが低くなると、母材硬さとの差が大きくなるため、亀
裂の発生が促進される。したがって、遅れ破壊による亀裂発生を抑制し、部材の強度を得
る観点から、端面のビッカース硬さ（ＨＶ）は２００以上とする。好ましくは２２０以上
であり、より好ましくは２５０以上である。曲げ稜線部の端面のビッカース硬さは、本明
細書の実施例に記載するような方法で算出することができる。
【００６７】
　次に、本発明の高強度部材の製造方法の実施形態について説明する。
【００６８】
　本発明の高強度部材の製造方法の実施形態の一例は、引張強度が１４７０ＭＰａ以上の
鋼板を切出し、鋼板に対して曲げ加工を施す曲げ加工工程と、切断により生じた端面を、
曲げ加工の後に、４００℃以上９００℃以下の温度で０秒超１０秒以下の条件で加熱する
端面処理工程と、を有する。
【００６９】
　また、本発明の高強度部材の製造方法の実施形態の他の一例は、上記成分組成及び上記
ミクロ組織を有する鋼板を切出し、鋼板に対して曲げ加工を施す曲げ加工工程と、切断に
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より生じた端面を、曲げ加工の後に、４００℃以上９００℃以下の温度で０秒超１０秒以
下の条件で加熱する端面処理工程と、を有する。
【００７０】
　また、本発明の高強度部材の製造方法の実施形態の他の一例は、引張強度が１４７０Ｍ
Ｐａ以上の鋼板を切出した後、切断により生じた端面を４００℃以上９００℃以下の温度
で０秒超１０秒以下の条件で加熱する端面処理工程と、端面処理工程後の鋼板に対して曲
げ加工を施す曲げ加工工程と、を有する。
【００７１】
　また、本発明の高強度部材の製造方法の実施形態の他の一例は、上記成分組成及び上記
ミクロ組織を有する鋼板を切出した後、切断により生じた端面を４００℃以上９００℃以
下の温度で０秒超１０秒以下の条件で加熱する端面処理工程と、端面処理工程後の鋼板に
対して曲げ加工を施す曲げ加工工程と、を有する。
【００７２】
［端面処理工程］
　上述したとおり、本発明の高強度部材の製造方法は、鋼板を切出した後、切断により生
じた端面を４００℃以上９００℃以下の温度で０秒超１０秒以下の条件で加熱する端面処
理工程を有する。ここで、切り出される鋼板は、例えば、引張強度が１４７０ＭＰａ以上
の鋼板である。また、切り出される鋼板は、例えば、上記成分組成及び上記ミクロ組織を
有する鋼板である。
【００７３】
　本発明でいう切断とは、せん断切断（機械切断）、レーザー切断、放電加工などの電気
切断、ガス切断などの公知の切断を含む意味である。
【００７４】
　端面処理工程を行うことにより、鋼板端面の残留応力を低減させ、端面を軟質化するこ
とで曲げ稜線部の端面に亀裂を生じにくくし、耐遅れ破壊特性に優れる部材を得ることが
できる。端面の加熱方法については特に限定されず、例えば、レーザーによる加熱がある
。
【００７５】
　端面の残留応力を低減するために、鋼板を曲げ加工した後の成形部材の端面を、４００
℃以上９００℃以下の温度で加熱する。加熱温度が９００℃超となると、フェライトの生
成及び粗大化が顕著になるため、成形部材の強度が低下し、また軟質化しすぎてしまい耐
遅れ破壊特性も劣化させる。したがって、加熱温度は９００℃以下であり、好ましくは８
７０℃以下である。また、４００℃未満となると、加熱能力が足りず組織の軟質化は起こ
らない。したがって、加熱温度は４００℃以上である。好ましくは４５０℃以上であり、
より好ましくは５００℃以上であり、さらに好ましくは６００℃超であり、特に好ましく
は７００℃以上である。加熱時間は１０秒以下とする。加熱時間が１０秒超となれば、組
織が粗大化し耐遅れ破壊特性を劣化させる。したがって、加熱時間は１０秒以下とする。
好ましくは９秒以下、より好ましくは８秒以下である。組織の軟質化が起こり、端面のビ
ッカース硬さが２００以上４５０以下となればよく、加熱時間は特に限定されない。した
がって、加熱時間は、０秒超であり、１秒以上が好ましく、２秒以上がより好ましい。
【００７６】
　加熱範囲は特に限定しないが、成形部材の強度を確保するために、曲げ稜線部の端面か
ら５ｍｍ程度が好ましい。また、加熱方向は特に限定しないが、板厚方向での温度ばらつ
きを無くすために、板厚面と垂直方向が好ましい。
【００７７】
［曲げ加工工程］
　本発明の高強度部材の製造方法は、鋼板に対して曲げ加工を施す曲げ加工工程を有する
。曲げ加工工程は、端面処理工程の前に行ってもよく、端面処理工程の後に行ってもよい
。
【００７８】
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　本発明の曲げ加工は、例えば、曲げ変形、深絞り変形、張出し変形、伸びフランジ変形
に分類される４つの変形様式を少なくとも一つ含む。
【００７９】
　次に、高強度部材の製造方法により得られる高強度部材に用いる高強度部材用鋼板の製
造方法の一実施形態について説明する。
【００８０】
　また、本発明の高強度部材用鋼板の製造方法の実施形態の一例は、鋼（鋼素材）を熱間
圧延する熱間圧延工程と、熱間圧延によって得られた熱延鋼板を冷間圧延する冷間圧延工
程と、冷間圧延によって得られた冷延鋼板を、ＡＣ３点以上の焼鈍温度まで加熱した後、
焼鈍温度から５５０℃までの温度域の平均冷却速度を３℃／秒以上とし、かつ冷却停止温
度を３５０℃以下とする冷却を行い、その後、１００℃以上２６０℃以下の温度域で２０
秒以上１５００秒以下保持させる焼鈍工程と、を有する。
【００８１】
　以下、これらの工程と、熱間圧延工程前に行う好ましい鋳造工程について説明する。な
お、以下に示す温度は、特に説明がない限り、鋼素材（スラブ）、鋼板等の表面温度を意
味する。
【００８２】
［鋳造工程］
　前述した成分組成を有する鋼を鋳造する。鋳造速度は特に限定しないが、上記の介在物
の生成を抑え、耐遅れ破壊特性を向上させるために、鋳造速度は１．８０ｍ／分以下が好
ましく、１．７５ｍ／分以下がより好ましく、１．７０ｍ／分以下がさらに好ましい。下
限も特に限定しないが、生産性の観点から、好ましくは１．２５ｍ／分以上であり、より
好ましくは１．３０ｍ／分以上である。
【００８３】
［熱間圧延工程］
　熱間圧延工程では、例えば、前述した成分組成を有する鋼素材（スラブ）を、熱間圧延
する。スラブ加熱温度は特に限定されないが、スラブ加熱温度を１２００℃以上とするこ
とで、硫化物の固溶促進とＭｎ偏析の軽減が図られ、上記した粗大な介在物量の低減が図
られ、耐遅れ破壊特性が向上する傾向がある。このため、スラブ加熱温度は１２００℃以
上が好ましい。より好ましくは１２２０℃以上である。また、スラブ加熱時の加熱速度は
５～１５℃／分が好ましく、スラブ均熱時間は３０～１００分が好ましい。
【００８４】
　仕上げ圧延終了温度は８４０℃以上が好ましい。仕上げ圧延終了温度が８４０℃未満で
は、温度の低下までに時間がかかり、介在物が生成することで耐遅れ破壊特性を劣化させ
るのみならず、鋼板の内部の品質も低下する可能性がある。したがって、仕上げ圧延終了
温度は好ましくは８４０℃以上であり、より好ましくは８６０℃以上である。一方、上限
は特に限定しないが、後の巻き取り温度までの冷却が困難になるため、仕上げ圧延終了温
度は好ましくは９５０℃以下であり、より好ましくは９２０℃以下である。
【００８５】
　冷却された熱延鋼板は６３０℃以下の温度で巻き取るのが好ましい。巻き取り温度が６
３０℃超では、地鉄表面が脱炭するおそれがあり、鋼板内部と表面で組織差が生じ合金濃
度ムラの原因となる可能性がある。また表層の脱炭により、鋼中表層の炭化物を有するベ
イナイトやマルテンサイトの面積率が減少するため、所望の強度を確保するのが難しくな
る傾向がある。したがって、巻き取り温度は好ましくは６３０℃以下であり、より好まし
くは６００℃以下である。巻き取り温度の下限は特に限定されないが、冷間圧延性の低下
を防ぐために５００℃以上が好ましい。
【００８６】
［冷間圧延工程］
　冷間圧延工程では、熱間圧延により得られた熱延鋼板を冷間圧延する。冷間圧延工程で
は、例えば、上述のように巻き取られた熱延鋼板を酸洗した後、冷間圧延し、冷延鋼板を



(15) JP 6950835 B2 2021.10.13

10

20

30

40

50

製造する。酸洗の条件は特に限定はされない。圧下率が２０％未満の場合、表面の平坦度
が悪く、組織が不均一となる危険性があるので、圧下率は、好ましくは２０％以上であり
、より好ましくは３０％以上であり、さらに好ましくは４０％以上である。
【００８７】
［焼鈍工程］
　冷間圧延によって得られた冷延鋼板を、ＡＣ３点以上の焼鈍温度に加熱する。焼鈍温度
がＡＣ３点未満では、組織にフェライトが生成し、所望の強度を得ることができない。し
たがって、焼鈍温度はＡＣ３点以上であり、好ましくはＡＣ３点＋１０℃以上であり、よ
り好ましくはＡＣ３点＋２０℃以上である。焼鈍温度の上限は特に限定されないが、オー
ステナイトの粗大化を抑制し、耐遅れ破壊特性の劣化を防ぐ観点から、焼鈍温度は９００
℃以下が好ましい。なお、ＡＣ３点以上の焼鈍温度まで加熱した後に、当該焼鈍温度で均
熱してもよい。
【００８８】
　ＡＣ３点は以下の式により算出する。また、下記式において（％元素記号）は各元素の
含有量（質量％）を意味する。
ＡＣ３点（℃）＝９１０－２０３√（％Ｃ）＋４５（％Ｓｉ）－３０（％Ｍｎ）－２０（
％Ｃｕ）－１５（％Ｎｉ）＋１１（％Ｃｒ）＋３２（％Ｍｏ）＋１０４（％Ｖ）＋４００
（％Ｔｉ）＋４６０（％Ａｌ）
【００８９】
　上記のとおり冷延鋼板をＡＣ３点以上の焼鈍温度まで加熱した後、当該焼鈍温度から５
５０℃までの温度域の平均冷却速度を３℃／秒以上とし、かつ冷却停止温度を３５０℃以
下とする冷却を行い、その後、１００℃以上２６０℃以下の温度域で２０秒以上１５００
秒以下保持させる。
【００９０】
　焼鈍温度から５５０℃までの温度域の平均冷却速度が３℃／秒未満では、フェライトの
過度な生成を招くため所望の強度を得ることが難しくなる。また表層にフェライトが生成
することで、表層付近の炭化物を有するベイナイトやマルテンサイト分率を得ることが難
しくなり、耐遅れ破壊特性を劣化させる。したがって、焼鈍温度から５５０℃までの温度
域の平均冷却速度は、３℃／秒以上であり、好ましくは５℃／秒以上であり、より好まし
くは１０℃／秒以上である。なお、平均冷却速度の上限は特に規定されないが、早くなり
すぎるとコイル幅方向でマルテンサイト変態の不均一化が起こりやすくなり、形状劣化に
より鋼板が設備へ接触するおそれがあるため、最低限の形状を得る観点から、３０００℃
／ｓ以下とすることが好ましい。
【００９１】
　焼鈍温度から５５０℃までの温度域の平均冷却速度は、特に断らない限り、「（焼鈍温
度－５５０℃）／（焼鈍温度から５５０℃までの冷却時間）」である。
【００９２】
　冷却停止温度は３５０℃以下である。冷却停止温度が３５０℃超となると、十分に焼戻
しが進行せず、最終組織に焼入れままのマルテンサイトや残留オーステナイトが生成し、
曲げ稜線部の端面の硬さが高くなることで耐遅れ破壊特性が劣化する。したがって、優れ
た耐遅れ破壊特性を得るために、冷却停止温度は３５０℃以下であり、好ましくは３００
℃以下、より好ましくは２５０℃以下である。なお、冷却停止温度の下限は特に限定しな
いが、その後再加熱したときの温度を確保しやすくする観点から０℃以上が好ましい。
【００９３】
　ベイナイト内部に分布する炭化物は、焼入れ後の低温域での保持中に生成する炭化物で
あり、水素のトラップサイトとなることで水素を捕捉し、耐遅れ破壊特性の劣化を防ぐこ
とができる。保持温度が１００℃未満、又は、保持時間が２０秒未満になると、ベイナイ
トが生成せず、また炭化物を含まない焼入れままのマルテンサイトが生成するため、曲げ
稜線部の端面の硬さが高くなり、上記の効果が得られなくなる。
【００９４】
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　また、保持温度が２６０℃超、又は、保持時間が１５００秒超となると、脱炭し、さら
にベイナイト内部に粗大な炭化物が生成するため、軟質化しすぎてしまい耐遅れ破壊特性
を劣化させる。
【００９５】
　したがって、保持温度は１００℃以上２６０℃以下であり、保持時間は２０秒以上１５
００秒以下である。また、保持温度は好ましくは１３０℃以上２４０℃以下であり、保持
時間は、好ましくは５０秒以上、１０００秒以下である。
【００９６】
　なお、本発明における保持とは、一定の温度での保持のみだけではなく、本発明の保持
温度の範囲内で変化する場合も含むものとする。
【００９７】
　なお、熱間圧延後の熱延鋼板には、組織軟質化のための熱処理をおこなってもよい。ま
た、鋼板表面にＺｎやＡｌなどのめっきが施されていても構わない。また、焼鈍冷却後又
はめっき処理後は形状調整のための調質圧延を行ってもよい。
【実施例】
【００９８】
　本発明を、実施例を参照しながら具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。
【００９９】
［実施例１］
　表１に記載の引張強度を有する鋼板を３０ｍｍ×１１０ｍｍの小片にせん断した。なお
、引張試験は、鋼板の圧延方向から、標点間距離５０ｍｍ、標点間幅２５ｍｍ、板厚１．
４ｍｍのＪＩＳ５号試験片を採取し、ＪＩＳＺ２２４１に準拠し、引張速度が１０ｍｍ／
分で引張試験を行った。測定した引張強度（ＴＳ）及び降伏強度（ＹＳ）は表１に示す。
　せん断後の一部の鋼板については、切断により生じた端面に対して表１に示す条件で端
面処理を施した。次に、９０°の角度を有するダイスの上に鋼板のサンプルを載せて、９
０°の角度を有するポンチによって鋼板をプレスすることで、Ｖ字曲げ加工を行った。次
いで、図２に側面図を示すように、ボルト２０、ナット２１及びテーパーワッシャー２２
を用いて、曲げ加工後の鋼板（部材）を、鋼板１１の板面の両側からボルト２０で締め込
んだ。ＣＡＥ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）解析によって
、負荷応力と締込量の関係を算出し、締込量と臨界負荷応力が一致するようにした。臨界
負荷応力は、後述する方法で測定した。次に、一部の曲げ加工後の鋼板（部材）について
は、鋼板の端面に対して、表１に示す条件で端面処理を施した。端面処理の各条件は表１
に示す。表１の端面処理で、熱処理温度（℃）の欄を「－」と記載したものは、熱処理し
なかったことを意味する。
【０１００】
２．評価方法
　各種製造条件で得られた部材に対して、遅れ破壊試験によって測定した臨界負荷応力で
耐遅れ破壊特性を評価した。また、部材の端面の残留応力とビッカース硬さを以下のよう
に測定した。各評価の方法は次のとおりである。
【０１０１】
（臨界負荷応力の測定）
　遅れ破壊試験によって臨界負荷応力を測定した。具体的には、各製造条件で得られた部
材をｐＨ＝１（２５℃）の塩酸中に浸漬し、遅れ破壊しない最大負荷応力を臨界負荷応力
として評価した。遅れ破壊の判定は目視及び実体顕微鏡で倍率×２０まで拡大した画像に
て行い、９６時間浸漬し割れが発生しなかった場合を破壊なしとした。ここでいう割れと
は、亀裂長さが２００μｍ以上の亀裂が発生した場合を指す。
【０１０２】
（端面の残留応力の測定）
　各製造条件で得られた部材について、Ｘ線回折により端面の残留応力を測定した。残留
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応力の測定箇所は、曲げ稜線部の端面の板厚中心であり、Ｘ線の照射径は１５０μｍとし
た。測定方向は、板厚方向に垂直かつ曲げ稜線方向に垂直な方向とした。図３は、曲げ稜
線部の端面の拡大図であり、板厚中心Ｃ１及び測定方向Ｄ２にそれぞれ符号を付して示し
ている。
【０１０３】
（端面のビッカース硬さの測定）
　各製造条件で得られた部材について、ビッカース硬さ試験により端面のビッカース硬さ
（ＨＶ）を測定した。ビッカース硬さの測定箇所は、曲げ稜線部の端面を曲げ稜線方向Ｄ
１方向に切断し、鏡面研磨したその断面の板厚中心において、端面から１００μｍの箇所
とした。測定荷重は１ｋｇｆとした。
【０１０４】
３．評価結果
　評価結果を表１に示す。
【０１０５】

【表１】

【０１０６】
　ＴＳ≧１４７０ＭＰａ、かつ、臨界負荷応力≧１．１０×ＹＳの部材を合格とし、表１
に発明例として示した。また、ＴＳ＜１４７０ＭＰａ、又は、臨界負荷応力＜１．１０×
ＹＳの部材を不合格とし、表１に比較例として示した。なお、表１において、「臨界負荷
応力／ＹＳ」が１．１０以上であることが、臨界負荷応力≧１．１０×ＹＳであることを
意味する。表１に示すように、本発明例の部材は、高強度で、かつ耐遅れ破壊特性に優れ
ている。
【０１０７】
［実施例２］
１．評価用部材の製造
　表２に示す成分組成を有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物よりなる鋼を真空溶解炉に
て溶製後、分塊圧延し２７ｍｍ厚の分塊圧延材を得た。得られた分塊圧延材を板厚４．２
ｍｍ厚まで熱間圧延し、熱延鋼板を製造した。次いで、熱延鋼板を研削加工し、板厚３．
２ｍｍにした後、板厚２．４～１．１２ｍｍまで冷間圧延し、冷延鋼板を製造した。次い
で、上記により得られた冷延鋼板に、表３及び表４に示す条件で熱処理を行った（焼鈍工
程）。なお、表２の成分組成の空欄は、その成分を意図的に添加していないことを表して
おり、含有しない（０質量％）場合だけでなく、不可避的に含有する場合も含む。なお、
熱間圧延工程、冷間圧延工程、焼鈍工程の各条件の詳細は表３及び表４に示す。
【０１０８】
　熱処理後の鋼板を３０ｍｍ×１１０ｍｍの小片にせん断し、９０°の角度を有するダイ
スの上に鋼板のサンプルを載せて、９０°の角度を有するポンチによって鋼板をプレスす
ることで、Ｖ字曲げ加工を行った。次いで、図２に側面図を示すように、ボルト２０、ナ
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の板面の両側からボルト２０で締め込んだ。ＣＡＥ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｅ
ｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）解析によって、負荷応力と締込量の関係を算出し、締込量と臨界
負荷応力が一致するようにした。臨界負荷応力は、後述する方法で測定した。
【０１０９】
　表３及び表４のＮｏ．１～７２は、曲げ加工の後、種々の温度で曲げ稜線部の端面を加
熱した。表４のＮｏ．７３は、鋼板を小片にせん断した後、上記曲げ加工を行う前に、切
断により生じた端面を加熱した。端面処理の各条件は、表３及び表４に示す。表３及び表
４の端面処理で、熱処理温度（℃）の欄を「－」と記載したものは、熱処理しなかったこ
とを意味する。
【０１１０】
【表２】

【０１１１】
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【０１１２】



(20) JP 6950835 B2 2021.10.13

10

20

30

40

50

【表４】

【０１１３】
２．評価方法
　各種製造条件で得られた部材に対して、鋼組織（ミクロ組織）を解析することで組織分
率を調査した。また、引張試験を実施することで引張強度等の引張特性を評価し、遅れ破
壊試験によって測定した臨界負荷応力で耐遅れ破壊特性を評価した。また、部材の端面の
残留応力とビッカース硬さを以下のように測定した。各評価の方法は次のとおりである。
【０１１４】
（平均粒径が５０ｎｍ以下の炭化物を含有するベイナイト及び平均粒径が５０ｎｍ以下の
炭化物を含有するマルテンサイトの１種又は２種の面積率の合計）
　焼鈍工程で得られた鋼板（以下、焼鈍鋼板という。）に対して垂直方向から試験片を採
取し、圧延方向に平行な板厚Ｌ断面を鏡面研磨し、ナイタール液で組織現出した後、走査
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の領域上に４．８μｍ間隔の１６ｍｍ×１５ｍｍの格子をおき、各相上にある点数を数え
るポイントカウンティング法により、平均粒径が５０ｎｍ以下の炭化物を含有するマルテ
ンサイト及び平均粒径が５０ｎｍ以下の炭化物を含有するベイナイトの面積率を計算し、
それらの合計の面積率を算出した。面積率は、倍率１５００倍の別々のＳＥＭ像から求め
た３つの面積率の平均値とした。マルテンサイトは白色の組織を呈しており、ベイナイト
は黒色の組織の内部に微細な炭化物が析出している。炭化物の平均粒径は以下のように算
出した。また、面積率は、観察範囲全体に対する面積率であり、これを鋼板組織全体に対
する面積率とみなした。
【０１１５】
（ベイナイト及びマルテンサイト中の炭化物の平均粒径）
　焼鈍鋼板の圧延方向に対して垂直方向から試験片を採取し、圧延方向に平行な板厚Ｌ断
面を鏡面研磨し、ナイタール液で組織現出した後、走査電子顕微鏡を用いて観察し、倍率
５０００倍のＳＥＭ像上の炭化物の総面積を二値化による画像解析にて測定し、その総面
積を個数平均することで炭化物１個あたりの平均面積を算出した。炭化物１個あたりの平
均面積から求めた円相当直径を平均粒径とした。
【０１１６】
（引張試験）
　焼鈍鋼板の圧延方向から、標点間距離５０ｍｍ、標点間幅２５ｍｍ、板厚１．４ｍｍの
ＪＩＳ５号試験片を採取し、ＪＩＳＺ２２４１に準拠し、引張速度が１０ｍｍ／分で引張
試験を行い、引張強度（ＴＳ）及び降伏強度（ＹＳ）を測定した。
【０１１７】
（臨界負荷応力の測定）
　遅れ破壊試験によって臨界負荷応力を測定した。具体的には、各製造条件で得られた部
材をｐＨ＝１（２５℃）の塩酸中に浸漬し、遅れ破壊しない最大負荷応力を臨界負荷応力
として評価した。遅れ破壊の判定は目視及び実体顕微鏡で倍率×２０まで拡大した画像に
て行い、９６時間浸漬し割れが発生しなかった場合を破壊なしとした。ここでいう割れと
は、亀裂長さが２００μｍ以上の亀裂が発生した場合を指す。
【０１１８】
（端面の残留応力の測定）
　各製造条件で得られた部材について、Ｘ線回折により端面の残留応力を測定した。残留
応力の測定箇所は、曲げ稜線部の端面の板厚中心であり、Ｘ線の照射径は１５０μｍとし
た。測定方向は、板厚方向に垂直かつ曲げ稜線方向に垂直な方向とした。図３は、曲げ稜
線部の端面の拡大図であり、板厚中心Ｃ１及び測定方向Ｄ２にそれぞれ符号を付して示し
ている。
【０１１９】
（端面のビッカース硬さの測定）
　各製造条件で得られた部材について、ビッカース硬さ試験により端面のビッカース硬さ
（ＨＶ）を測定した。ビッカース硬さの測定箇所は、曲げ稜線部の端面を曲げ稜線方向Ｄ
１方向に切断し、鏡面研磨したその断面の板厚中心において、端面から１００μｍの箇所
とした。測定荷重は１ｋｇｆとした。
【０１２０】
３．評価結果
　上記評価結果を表５及び表６に示す。
【０１２１】
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【表５】

【０１２２】
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【表６】

【０１２３】
　本実施例では、ＴＳ≧１４７０ＭＰａ、かつ、臨界負荷応力≧１．１０×ＹＳの部材を
合格とし、表５及び表６に発明例として示した。また、ＴＳ＜１４７０ＭＰａ、又は、臨
界負荷応力＜１．１０×ＹＳの部材を不合格とし、表５及び表６に比較例として示した。
なお、表５及び表６において、「臨界負荷応力／ＹＳ」が１．１０以上であることが、臨
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界負荷応力≧１．１０×ＹＳであることを意味する。表５及び表６に示すように、本発明
例の部材は、高強度で、かつ耐遅れ破壊特性に優れている。
【０１２４】
［実施例３］
　実施例３では、Ｓｂを含有しない鋼種で部材を製造して評価した。
１．評価用部材の製造
　表７示す成分組成を有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物よりなる鋼を真空溶解炉にて
溶製後、分塊圧延し２７ｍｍ厚の分塊圧延材を得た。得られた分塊圧延材を板厚４．２ｍ
ｍ厚まで熱間圧延し、熱延鋼板を製造した。次いで、熱延鋼板を研削加工し、板厚３．２
ｍｍにした後、板厚２．４～１．１２ｍｍまで冷間圧延し、冷延鋼板を製造した。次いで
、上記により得られた冷延鋼板に、表８に示す条件で熱処理を行った（焼鈍工程）。なお
、表７の成分組成の空欄は、その成分を意図的に添加していないことを表しており、含有
しない（０質量％）場合だけでなく、不可避的に含有する場合も含む。なお、熱間圧延工
程、冷間圧延工程、焼鈍工程の各条件の詳細は表８に示す。
【０１２５】
　熱処理後の鋼板を３０ｍｍ×１１０ｍｍの小片にせん断し、９０°の角度を有するダイ
スの上に鋼板のサンプルを載せて、９０°の角度を有するポンチによって鋼板をプレスす
ることで、Ｖ字曲げ加工を行った。次いで、図２に側面図を示すように、ボルト２０、ナ
ット２１及びテーパーワッシャー２２を用いて、曲げ加工後の鋼板（部材）を、鋼板１１
の板面の両側からボルト２０で締め込んだ。ＣＡＥ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｅ
ｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）解析によって、負荷応力と締込量の関係を算出し、締込量と臨界
負荷応力が一致するようにした。臨界負荷応力は、実施例２に記載の方法で測定した。
【０１２６】
　曲げ加工の後、種々の温度で曲げ稜線部の端面を加熱した。端面処理の各条件は、表８
に示す。
【０１２７】
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【表７】

【０１２８】
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【表８】

【０１２９】
２．評価方法
　各種製造条件で得られた部材に対して、実施例２と同様に、部材の測定及び評価を行っ
た。
【０１３０】
３．評価結果
　評価結果を表９に示す。
【０１３１】
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【表９】

【０１３２】
　本実施例では、ＴＳ≧１４７０ＭＰａ、かつ、臨界負荷応力≧１．１０×ＹＳの部材を
合格とし、表９に発明例として示した。また、ＴＳ＜１４７０ＭＰａ、又は、臨界負荷応
力＜１．１０×ＹＳの部材を不合格とし、表９に比較例として示した。なお、表９におい
て、「臨界負荷応力／ＹＳ」が１．１０以上であることが、臨界負荷応力≧１．１０×Ｙ
Ｓであることを意味する。表９に示すように、本発明例の部材は、高強度で、かつ耐遅れ
破壊特性に優れている。
【符号の説明】
【０１３３】
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　１０　高強度部材
　１１　鋼板
　１２　曲げ稜線部
　１３　曲げ稜線部の端面
　２０　ボルト
　２１　ナット
　２２　テーパーワッシャー
　Ｃ１　板厚中心
　Ｄ１　曲げ稜線方向
　Ｄ２　測定方向

【図１】

【図２】

【図３】
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